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2011年４月13日 

各 位 

会 社 名 マックスバリュ東北株式会社 

代 表 者 名 代表取締役社長  宮地 邦明 

 （コード番号2655 東証第２部）

問 合 せ 先 取締役 

人事総務本部長  橋本 隆 

 （電話 018－847－2792）

 

 

定款の一部変更に関するお知らせ 

 

 

当社は、2011年４月13日開催の取締役会（以下「本取締役会」といいます。）において、「定款一部変更の件」を

2011年５月17日開催予定の第39期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）に付議することを決議い

たしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．定款変更の理由 

当社は、2011 年４月５日開催の当社取締役会において、本定時株主総会において、当社Ａ種種類株式（以下

「本種類株式」といいます。）の発行に必要な定款変更案の特別決議による承認を得ること及び各種の法令に基

づき必要な手続が完了していることを条件として、イオン株式会社に対して第三者割当により本種類株式を発行

することを決議いたしました（本種類株式の詳細については、同日付当社プレスリリース「第三者割当によるＡ

種種類株式の発行に関するお知らせ」をご参照下さい。）。このため、本種類株式の発行を可能とするために、本

種類株式に関する定款規定を新設するとともに、あわせてその他の文言の修正及び追加等、所要の変更を行うも

のであります。 

 

２．定款変更の内容 

定款変更の内容は次のとおりであります。 

（下線部分は変更箇所を示しております。） 

現 行 定 款 変 更 案 

第２章 株  式 

 

（発行可能株式総数および単元株式数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、48,000,000株

とする。 

 

 

②当会社の単元株式数は、100株とする。 

 

 

第７条 ～ 第10条 （条文省略） 

 

第２章 株  式 

 

（発行可能株式総数および単元株式数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、48,000,000株

とし、各種類の株式の発行可能種類株式総数は、

普通株式が47,999,550株、Ａ種種類株式が450

株とする。 

②当会社の単元株式数は、普通株式につき 100

株とし、Ａ種種類株式につき１株とする。 

 

第７条 ～ 第10条 （現行どおり） 
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（新設） 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章の２ Ａ種種類株式 

 

（Ａ種種類株式） 

第 10 条の２ 当会社の発行するＡ種種類株式の内容

は次のとおりとする。 

 

１. 剰余金の配当 

(1) Ａ種期末配当金 

(a) 当会社は、普通株式を有する株主（以下「普通株

主」という。）または普通株式の登録株式質権者（以

下「普通登録株式質権者」という。）に対して剰余

金の期末配当を行うときは、当該剰余金の期末配当

に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録

されたＡ種種類株式を有する株主（以下「Ａ種種類

株主」という。）またはＡ種種類株式の登録株式質

権者（以下「Ａ種種類登録株式質権者」という。）

に対し、Ａ種種類株式１株につき、下記(b)に定め

る額（以下「Ａ種期末配当金」という。）を、剰余

金の期末配当として、普通株主または普通登録株式

質権者に対する剰余金の期末配当と同順位にて支

払う。 

(b) Ａ種期末配当金の額は、普通株式１株当たりの期

末配当額を、当該剰余金の期末配当に係る基準日に

先立つ45取引日（株式会社東京証券取引所（その

承継人を含み、以下「東京証券取引所」という。ま

た、当会社の普通株式が東京証券取引所に上場して

いない場合は、当会社の普通株式を上場または登録

している他の金融商品取引所または店頭売買有価

証券市場（複数ある場合は、当会社の普通株式の出

来高、値付率等を考慮しても最も適切と判断される

金融商品取引所または店頭売買有価証券市場）をい

う。以下同じ。）が開設されている日をいい、終値

が発表されない日を含まない。以下同じ。）目に始

まる30連続取引日の東京証券取引所における当会

社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を

含む。以下同じ。）の平均値で除した値に、

10,000,000 円を乗じた額（円位未満小数第１位ま

で算出し、その小数第１位を四捨五入する。）とす

る。 

(2) Ａ種中間配当金 

(a) 当会社は、普通株主または普通登録株式質権者に

対して中間配当を行うときは、当該中間配当に係る

基準日の最終の株主名簿に記載または記録された

Ａ種種類株主またはＡ種種類登録株式質権者に対

し、Ａ種種類株式１株につき、下記(b)に定める額

（以下「Ａ種中間配当金」という。）を、中間配当

として、普通株主または普通登録株式質権者に対す



 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る中間配当と同順位にて支払う。 

(b) Ａ種中間配当金の額は、普通株式１株当たりの中

間配当額を、当該中間配当に係る基準日に先立つ

45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引

所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の

終値の平均値で除した値に、10,000,000 円を乗じ

た額（円位未満小数第１位まで算出し、その小数第

１位を四捨五入する。）とする。 

 

２. 残余財産の分配 

当会社は、残余財産を分配するときは、Ａ種種類

株主またはＡ種種類登録株式質権者に対し、普通

株主または普通登録株式質権者に先立ち、Ａ種種

類株式１株につき10,000,000円を支払う。Ａ種種

類株主またはＡ種種類登録株式質権者に対して

は、上記のほか残余財産の分配を行わない。 

 

３. 議決権 

Ａ種種類株主は、株主総会において議決権を有し

ない。 

 

４. 普通株式を対価とする取得請求権 

Ａ種種類株主は、Ａ種種類株式の発行に際して取

締役会の決議で定める取得を請求することができ

る期間（以下「取得請求期間」という。）中、いつ

でも、法令の定める範囲内において、当会社に対

して、下記(1)に定める数の普通株式（以下「請求

対象普通株式」という。）の交付と引換えに、その

有するＡ種種類株式の全部または一部を取得する

ことを請求することができるものとし、当会社は、

当該請求に係るＡ種種類株式を取得するのと引換

えに、請求対象普通株式を、当該Ａ種種類株主に

対して交付するものとする。但し、取得請求の日

において、請求対象普通株式数が、当会社の発行

可能普通株式総数から発行済普通株式数を控除し

て得られた株式数を上回る場合には、当会社は、

当該株式数の範囲内において、Ａ種種類株主に対

して交付する普通株式の数が最大となるように、

取得請求されたＡ種種類株式の数に応じた比例按

分その他当会社の取締役会が決定する方法によ

り、当該取得請求に係るＡ種種類株式の一部を取

得する。なお、かかる方法に従い取得されなかっ

たＡ種種類株式については、取得請求がなされな

かったものとみなす。 

(1)Ａ種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式

の数 

Ａ種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式
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の数は、取得請求に係るＡ種種類株式の数に

10,000,000円を乗じて得られる額を、下記(2)乃至

(4)で定める取得価額で除して得られる数とする。

なお、Ａ種種類株式の取得と引換えに交付する普

通株式の数に１株に満たない端数があるときは、

これを切り捨てるものとし、この場合においては、

会社法第 167 条第３項に定める金銭の交付はしな

い。 

(2)当初取得価額 

取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ5

連続取引日（以下、本(2)において「当初取得価額

算定期間」という。）の東京証券取引所における当

会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値

（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２

位を四捨五入する。）（以下「当初取得価額」とい

う。）とする。但し、当初取得価額が下記(3)に定

める下限取得価額を下回る場合は、当初取得価額

は下限取得価額とし、当初取得価額が下記(3)に定

める上限取得価額を上回る場合は、当初取得価額

は上限取得価額とする。なお、当初取得価額算定

期間中に下記(4)に規定する事由が生じた場合、上

記の終値の平均値は下記(4)に準じて当会社が適

当と判断する値に調整される。 

(3)取得価額の修正 

取得価額は、取得請求期間中、毎年５月20日およ

び 11 月 20 日（但し、当該日が取引日でない場合

にはその直前の取引日。以下、それぞれ「修正基

準日」という。）の翌日以降、修正基準日における

時価（以下に定義される。）に相当する額に修正さ

れる（以下、かかる修正後の取得価額を「修正後

取得価額」という。）。但し、修正後取得価額が下

限・上限取得価額算定基準価額（以下に定義され

る。）の 50％に相当する額（但し、下記(4)に規定

する事由が生じた場合、下記(4)に準じて調整され

るものとし、以下「下限取得価額」という。）を下

回る場合には、修正後取得価額は下限取得価額と

し、修正後取得価額が下限・上限取得価額算定基

準価額の 150％に相当する額（但し、下記(4)に規

定する事由が生じた場合、下記(4)に準じて調整さ

れるものとし、以下「上限取得価額」という。）を

上回る場合には、修正後取得価額は上限取得価額

とする。 

「下限・上限取得価額算定基準価額」は、2011 年

５月 19 日（同日を含む。）までの直近の５連続取

引日（以下、本(3)において「下限・上限取得価額

算定基準価額算定期間」という。）の東京証券取引

所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の
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（新設） 

 

 

 

 

 

終値の平均値（円位未満小数第１位まで算出し、

その小数第１位を四捨五入する。）または251円の

いずれか高い金額とする。なお、下限・上限取得

価額算定基準価額算定期間中に下記(4)に規定す

る事由が生じた場合、下限・上限取得価額算定基

準価額は下記(4)に準じて当会社が適当と判断す

る値に調整される。 

「修正基準日における時価」は、各修正基準日（同

日を含む。）までの直近の５連続取引日（以下、本

(3)において「取得価額算定期間」という。）の東

京証券取引所における当会社の普通株式の普通取

引の毎日の終値の平均値（円位未満小数第２位ま

で算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とす

る。なお、取得価額算定期間中に下記(4)に規定す

る事由が生じた場合、上記の終値の平均値は下記

(4)に準じて当会社が適当と判断する値に調整さ

れる。 

(4)取得価額の調整 

(i)普通株式についての株式の分割または株式無償

割当て、(ii)普通株式についての株式の併合、(ⅲ)

普通株式の発行または当会社が保有する普通株式

の処分、もしくは(ⅳ)当会社に取得をさせることに

よりまたは当会社に取得されることにより普通株

式の交付を受けることができる株式の発行または

処分、(ⅴ)行使することによりまたは当会社に取得

されることにより普通株式の交付を受けることが

できる新株予約権の発行が行われる場合、または

(ⅵ)合併、株式交換、株式交換による他の株式会社

の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、

吸収分割による他の会社がその事業に関して有す

る権利義務の全部もしくは一部の承継または新設

分割のために取得価額の調整を必要とするとき、も

しくは(ⅶ)そのほか、発行済普通株式数の変更また

は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得

価額の調整を必要とするとき（ただし(i)乃至(ⅶ)

のいずれについても、Ａ種種類株式の発行に際して

取締役会の決議で定める一定の場合に限る。）には、

Ａ種種類株式の発行に際して取締役会の決議で定

める算定方法により取得価額（下限取得価額および

上限取得価額を含む。以下同じ。）を調整する。 

 

５. 金銭を対価とする取得条項 

(1)当会社は、会社法第168条第２項の規定に従い、強

制償還日（以下に定義する。）の少なくとも15日前

にＡ種種類株主およびＡ種種類登録株式質権者に

書面により通知することにより、Ａ種種類株式の発

行に際して取締役会の決議で定める期間中いつで
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（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

も、当会社の取締役会が別に定める日（以下「強制

償還日」という。）の到来をもって、法令の定める

範囲内において、Ａ種種類株式の全部または一部を

取得することができるものとし、当会社は、Ａ種種

類株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める

額（以下「強制償還価額」という。）の金銭をＡ種

種類株主およびＡ種種類登録株式質権者に対して

交付するものとする。なお、Ａ種種類株式の一部を

取得するときは、抽選、按分比例その他の方法によ

る。 

(2)強制償還価額は、Ａ種種類株式１株につき、(i)払

込金額相当額、および、(ii)払込金額相当額に、払

込期日（同日を含む。）から強制償還日（同日を含

む。）までの期間につき、年率 1.0％の利率で計算

される金額（上記期間の実日数につき、１年 365

日として日割計算により算出される金額とし、円位

未満小数第５位まで算出し、その小数第５位を四捨

五入する。なお、当該利率で計算される金額につい

て、さらに当該利率を乗じた金額を加算することは

ないものとする。）の合計額とする。但し、強制償

還価額が10,000,000 円の 110％に相当する額（以

下「上限強制償還価額」という。）を上回る場合に

は、強制償還価額は上限強制償還価額とする。 

 

６. 普通株式を対価とする取得条項 

(1) 当会社は、取得請求期間中に取得請求のなかった

Ａ種種類株式の全部を、取得請求期間の末日の翌日

（以下「一斉取得日」という。）をもって普通株式

の交付と引換えに取得するものとし、かかるＡ種種

類株式を取得するのと引換えに、Ａ種種類株主に対

して、その有するＡ種種類株式数に10,000,000円

を乗じた額を下記(2)に定める価額（以下「一斉取

得価額」という。）で除した数の普通株式を交付す

るものとする。Ａ種種類株式の取得と引換えに交付

すべき普通株式の数に１株に満たない端数がある

場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。

(2) 一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ５連続取引

日の東京証券取引所における当会社の普通株式の

普通取引の毎日の終値の平均値（円位未満小数第２

位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）

とする。但し、一斉取得価額が下限取得価額を下回

る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とし、一斉

取得価額が上限取得価額を上回る場合は、一斉取得

価額は上限取得価額とする。なお、一斉取得価額算

定期間中に上記４.(4)に規定する事由が生じた場

合、上記の終値の平均値は上記４.(4)に準じて当会

社が適当と判断する値に調整される。 
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第３章 株主総会 

 

第11条 ～ 第16条 （条文省略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第17条 ～ 第34条 （条文省略） 

 

第６章 計算 

 

第35条 ～ 第38条 （条文省略） 

 

（新設） 

 

 

 

第３章 株主総会 

 

第11条 ～ 第16条 （現行どおり） 

 

（種類株主総会） 

第16条の２ 第13条、第14条および第16条の規定

は、種類株主総会にこれを準用する。 

②第15条第1項の規定は、会社法第324条第1

項の規定による種類株主総会の決議にこれを

準用する。 

③第15条第2項の規定は、会社法第324条第2

項の規定による種類株主総会の決議にこれを

準用する。 

 

第17条 ～ 第34条 （現行どおり） 

 

第６章 計算 

 

第35条 ～ 第38条 （現行どおり） 

 

（Ａ種期末配当金およびＡ種中間配当金の除斥期間）

第38条の２ 第38条の規定は、Ａ種期末配当金およ

びＡ種中間配当金の支払いについて、これを準

用する。 

 

３．定款変更の日程 

（１）本取締役会決議日  2011年４月13日 

（２）本定時株主総会開催日 2011年５月17日（予定） 

（３）定款変更の効力発生日 2011年５月17日（予定） 

 

以上 


